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他学部等における授業科目履修規程

（趣　　旨）
第１条　この規程は、奈良産業大学学則（以下、「学則」という。）第25条第２項の

規定に基づき、他学部等で開講されている授業科目（以下、「他学部授業科
目」という。）の履修に関する必要な事項を定めるものとする。

（履修登録可能科目）
第２条　他学部授業科目の中の履修登録可能な授業科目は、各学部等が指定する授

業科目のうち学生が所属する学部が適当と認めたものとする。
２　他学部授業科目の中の履修登録可能な授業科目は、他学部授業科目の履修を
希望する学生の年次以下に配当されている授業科目とする。
３　教職課程に関する授業科目の履修登録はできない。
（卒業要件として算入できる単位の制限）

第３条　他学部授業科目により取得した単位数について、卒業要件として算入でき
る上限単位数は、16単位までとする。

（履修制限）
第４条　他学部授業科目の履修単位数は、学生の所属する学部の各学期履修制限単

位数に含むものとする。
（履修科目の成績評価）

第５条　他学部授業科目の中で履修登録した授業科目は、他学部等で認定された成
績を学生の所属学部での成績評価とする。

（認定単位の履修区分）
第６条　他学部授業科目の中で履修登録した授業科目は、学生の所属する学部が指

定する履修区分とする。
（改廃）

第７条　この規程の改廃は、大学評議会においてこれを行う。

附　則
この規程は、平成20年４月１日から施行する。
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情報学部で履修登録が認められる他学部開講科目
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情報学部教育職員免許取得細則

（目　的）
第１条　この細則は、情報学部情報学科履修規程第３条第２項の規定に基づき、教

育職員免許法及び同法施行規則に定めるもののほか、教育職員免許状の授与
を得るための資格、履修等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

（教育職員免許法第５条別表第１・同法施行規則第66条の６関係）
第２条　教育職員免許状を得ようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に

定める表１の要件を満たさなければならない。
【表１】

（教科に関する科目）
第３条　高等学校教諭一種免許状（情報）の授与を得るための「教科に関する科目」

は、表２－１から表２－２に定めるとおりとする。
２　表２－１備考、表２－２備考の選択必修は、高等学校教諭一種免許状（情報）
を得るための必修科目とし、必ず履修し単位を修得しなければならない。

【表２－１】平成22年度（2010）入学生

所要資格

免許状
の種類

基礎資格
教科に関 教職に関 教科又は教職 66条の６に

する科目 する科目 に関する科目 定める科目

高等学校教諭 学士の学位を
20 23 16 ８

一種免許状 有すること

大学において取得することを必要とする専門教育科目の
最低単位数

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目
単位数

備　考
必修 選択

情報学概論 ２ 選択必修

情報社会及び情報倫理 情報倫理 ２ 選択必修

情報と法 ２ 選択必修

プログラミング基礎 ２ 選択必修

コンピュータ及び情報処理
ＧＵＩプログラミング ２

コンピュータアーキテクチャ ２ 選択必修
（実習を含む）

アルゴリズムとデータ構造 ２

オペレーティングシステム ２ 選択必修

情報システム データベース構築演習 ４ 選択必修
（実習を含む）経営工学 ２ 選択必修

情報ネットワーク概論 ２ 選択必修

情報通信ネットワーク ネットワークプログラミング ２ 選択必修

（実習を含む）システム管理演習 ４ 選択必修

情報セキュリティ ２
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【表２－２】平成23～25年度（2011～2013）入学生

（教職に関する科目）
第４条　高等学校教諭一種免許状（情報）の授与を得るための「教職に関する科目」

は、表３に定めるとおりとし、教育職員免許法施行規則に定める科目区分に
対応する単位数以上の単位を修得しなければならない。

２ 表３の備考の選択必修は、高等学校教諭一種免許状（情報）を得るための
必修科目とし、必ず履修し単位を修得しなければならない。

マルチメディア制作 ４

マルチメディア表現及び技術 映像制作演習 ４ 選択必修

（実習を含む）画像処理入門 ２ 選択必修

イラスト入門 ２

情報と職業
ビジネス情報入門 ２

ベンチャー企業論 ２ 選択必修

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目
単位数

備　考
必修 選択

情報学基礎 ２ 選択必修

情報社会及び情報倫理 情報と倫理 ２ 選択必修

情報と法 ２ 選択必修

プログラミング基礎 ２ 選択必修

コンピュータ及び情報処理
プログラミング入門 2 選択必修

コンピュータアーキテクチャ基礎 ２ 選択必修
（実習を含む）

アルゴリズムとデータ構造 ２

オペレーティングシステム基礎 ２ 選択必修

ソフトウェア工学 2 選択必修

情報システム（実習を含む） データベース基礎 2 選択必修

データベース応用 2

ネットワーク基礎 2 選択必修

情報通信ネットワーク
ネットワークプログラミング ２

システム管理とメンテナンス 2
（実習を含む）

ネットワーク応用 2 選択必修

情報セキュリティ ２ 選択必修

映像制作Ⅰ ４

マルチメディア表現及び技術 映像制作Ⅱ ４

（実習を含む）デジタル表現入門 2 選択必修

マルチメディア表現 ２ 選択必修

情報と職業 ベンチャー企業論 ２ 選択必修
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【表３】平成22～25年度（2010～2013）入学生

（教科又は教職に関する科目）
第５条　高等学校教諭一種免許状（情報）の授与を得るための「教科又は教職に関

する科目」は、表４に定めるとおりとする。
２ 『「教科又は教職に関する科目」の選択科目』又は『最低の修得単位を超
えて履修した「教科に関する科目」若しくは「教職に関する科目」』につい
て併せて16単位以上を修得しなければならない。

【表４】平成21～25年度（2009～2013）入学生

免許法施行規則に定める科目区分 左記に対応する開設授業科目
単位数

必修 選択

教科又は教職に関する科目 道徳教育論 ２

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する 単位数
備　考

科目区分 各科目に含める必要事項 単位数 開設授業科目 必修 選択
・教職の意義及び教員の役割

教職の意 ・教員の職務内容（研修、服
義等に関 務及び身分保障等を含む） ２ 教職概論 ２ 選択必修
する科目 ・進路選択に資する各種の機

会の提供等
・教育の理念並びに教育に関

教育原理 ２ 選択必修
する歴史及び思想

教育の基 ・幼児、児童及び生徒の心身の
礎理論に 発達及び学習の過程（傷害のあ

６ 教育心理学 ２ 選択必修
関する科 る幼児、児童及び生徒の心身の
目 発達及び学習の過程を含む）

・教育に関する社会的、制度
教育法概論 ２ 選択必修

的又は経営的事項
・教育課程の意義及び編成の

教育課程論 ２ 選択必修
方法

教育課程

・各教科の指導法
情報科教育法Ⅰ ２ 選択必修

及び指導
６ 情報科教育法Ⅱ ２ 選択必修

法に関す
・特別活動の指導法 特別活動の指導法 ２ 選択必修

る科目
・教育の方法及び技術（情報

教育の方法と技術 ２ 選択必修
機器及び教材の活用を含む）

生徒指導、・生徒指導の理論及び方法
生徒指導・進路指導 ２ 選択必修

教育相談 ・進路指導の理論及び方法
及び進路 ・教育相談（カウンセリング ４
指導等に に関する基礎的な知識を含 教育相談の理論と方法 ２ 選択必修
関する科目 む）の理論及び方法
教　　職

２ 教職実践演習 ２ 選択必修
実践演習
教育実習 ３ 教育実習 ３ 選択必修



― 229―

情
報
学
部

（免許法施行規則第66条の６に定める科目）
第６条　高等学校教諭一種免許状（情報）の授与を得るための「教育職員免許法施

行規則第66条の６に定める科目」は表５－１から表５－２に定めるとおりと
し、教育職員免許法施行規則に定める科目区分に対応する単位数以上の単位
を修得しなければならない。

２ 表５－１備考、表５－２備考の選択必修は、高等学校教諭一種免許状（情
報）を得るための必修科目とし、必ず履修し単位を修得しなければならな
い。

【表５－１】平成22年度（2010）入学生

【表５－２】平成23～25年度（2011～2013）入学生

（教育実習受講資格）
第７条　本細則第４条表３に規定する教育実習の受講を希望する学生は、次の各号

いずれにも該当しなければならない。
一　４年次以上で、卒業に必要な単位のうち、100単位以上を修得していること。
二　本細則第３条表２－１から表２－２に規定する教科に関する科目の必修及び
選択必修科目のうち、10科目以上を履修し単位を修得していること。
三　本細則第４条表３に規定する教職に関する科目のうち、「教育原理」、「教育
心理学」、「情報科教育法Ⅰ」及び「情報科教育法Ⅱ」を履修し単位を修得して

免許法施行規則第66条の６に定める科目 左記に対応する 単位数
備　考

科　目　区　分 単位数 本学の授業科目 必修 選択

日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２ 選択必修

体育 ２ 健康スポーツ演習 ２ 選択必修

外国語コミュニケーション ２
英語（会話）（前） １

英語（会話）（後） １

情報機器の操作 ２
文書作成演習 ２ 選択必修

表計算演習 ２

免許法施行規則第66条の６に定める科目 左記に対応する 単位数
備　考

科　目　区　分 単位数 本学の授業科目 必修 選択

日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２ 選択必修

体育 ２ 健康スポーツ演習 ２ 選択必修

外国語コミュニケーション ２
英語会話Ⅰ １ 選択必修

英語会話Ⅱ １ 選択必修

情報機器の操作 ２
ＩＴリテラシーⅠ 1 選択必修

ＩＴリテラシーⅡ 1 選択必修
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いること。
四　教職課程委員会が適当と認めた学生。
（教育実習費）

第８条　教育職員免許状の取得を希望する学生の教育実習費及び納入方法は次のと
おりとし、定められた期日に納入しなければならない。
教育実習費　　20,000円
納入方法　　　３年次４月　　教職課程登録時　10,000円

４年次４月　　教育実習登録時　10,000円

附　則
この細則は、平成15年４月１日から施行する。
この細則は、平成17年４月１日から施行する。
この細則は、平成19年４月１日から施行する。
この細則は、平成20年４月１日から施行する。
この細則は、平成22年４月１日から施行する。
この細則は、平成23年４月１日から施行する。
この細則は、平成24年４月１日から施行する。



２．情報学部　教職課程
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情報学部では、高等学校教諭を目指す者に対して、教職課程が設けられていま
す。
教員には次の世代の人材を育成するという重要な使命があり、そのため、十分
な専門知識を持つと同時に、優れた人格や指導力が求められます。このことを踏
まえ、免許取得には多くの科目の履修が求められ、履修すべき科目は、いずれも、
上記の目的のために必要な科目であるとの認識を十分に持って、相当な覚悟で科
目の履修に取り組んでください。
教育実習は、教員になるにふさわしい専門の学力と勉学に対する態度を身につ
けて、はじめて受講できるものと考えてください。

本学に在学している学生の取得できる免許状の種類と免許教科は次の通りです。

『教育職員免許法』に定める最低修得単位数は下記の通りです。『教育職員免許法』
第５条及び『教育職員免許法施行規則』第66条の６に定める「日本国憲法」（２単
位）、「体育」（２単位）、「外国語コミュニケーション」（２単位）、「情報機器の操作」
（２単位）が必要です。

①教職課程履修希望者は実習前年度までに「教職課程登録」の手続きをしな
ければなりません。

②教職課程を辞退する場合は、教職センターへ辞退の届出をしなければなり
ません。

学　　科 免許状の種類 免許教科

情報学科 高等学校教諭一種免許状 情　　報

所要資格 大学において取得することを必要とする専門教育科目の最低単位数

免許状
基礎資格 教科に関 教職に関 教科又は教職 規則66条の６

の種類 する科目 する科目 に関する科目 に定める科目

高等学校教諭 学士の学位
一種免許状 を有すること 2 0 2 3 1 6 ８
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①教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目
■情報学部　情報学科　平成23～25年度（2011～2013）入学生

②教科又は教職に関する科目
■情報学部　平成23～25年度（2011～2013）入学生

③教科に関する科目
■情報学部　情報学科　平成23～25年度（2011～2013）入学生
高等学校教諭一種（情報）
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④教職に関する科目
■情報学部　情報学科　平成23～25年度（2011～2013）入学生
高等学校教諭一種（情報）

教職課程関連科目の登録は、原則として教育実習に参加し、所定の教育職員免
許状を取得することを前提とする。

『教育職員免許法』に基づき、免許状取得条件科目に「教育実習」がありま
す。
高等学校教諭の免許状を取得するには「教育実習」３単位の修得が必要です。
すなわち、「教育実習Ⅰ」（２単位）と「教育実習事前事後指導」（１単位）を
履修し、それらすべてを修得することが必要です。

教育実習受講有資格者は、４年次の履修登録期間中に「教育実習登録」の手
続きをしなければなりません。

ａ．当該年度（「教育実習」実施年度４年次）において卒業見込みの者
ｂ．前年度に教職課程登録等の所定の手続きを行っている者
ｃ．前年度までに以下の科目の単位を修得している者
◆卒業に必要な124単位のうち、100単位以上の単位を修得しているこ
と
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◆教科に関する科目の必修及び選択必修科目のうち、原則として10科
目以上の単位を修得していること

◆教職に関する科目のうち、「教育原理」、「教育心理学」、「公民科教育
法」、「商業科教育法」または「情報科教育法Ⅰ」、「情報科教育法Ⅱ」
の単位を修得していること

ｄ．教職課程委員会が学力・学習態度等を含めて適当と認めた者

「教育実習」は４年次に実施しますが、３年次から準備が必要です。３年
次の５月頃に、「実習校選定のための説明会」を実施します。ここでの手続
きを怠ると４年次で「教育実習」の履修登録ができませんので、説明会実施
についての掲示に注意してください。

教育職員免許状の取得を希望する学生は教育実習費を定められた期日に納
入してください。
教育実習費　２０,０００円
納入方法　　３年次４月　教職課程登録時　１０,０００円

４年次４月　教育実習登録時　１０,０００円
納入場所　　事務局会計室（１号館１階）



３．情報学部
授業科目表及び履修モデル
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Ⅰ．共通教育科目

平成23～25年度（2011～2013）入学生　情報学部 情報学科 授業科目表
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平成23～25年度（2011～2013）入学生　情報学部 情報学科 授業科目表
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Ⅱ．専門教育科目

平成23～25年度（2011～2013）入学生　情報学部 情報学科 授業科目表
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平成23～25年度（2011～2013）入学生　情報学部 情報学科 授業科目表
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Ⅰ．共通教育科目

平成19～22年度（2007～2010）入学生　情報学部　情報学科　授業科目表
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平成19～22年度（2007～2010）入学生　情報学部　情報学科　授業科目表
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Ⅱ．専門教育科目

平成19～22年度（2007～2010）入学生　情報学部　情報学科　授業科目表
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情
報
学
部

平成19～22年度（2007～2010）入学生　情報学部　情報学科　授業科目表





情 報 学 部

コース別履修モデル
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情
報
学
部
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情
報
学
部
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